
広川町（福岡県）の都市計画等について

１． 都市計画区域

・ 本町は、昭和５０年（１９７５年）９月１日に町内全域が都市計画区域として指定されています。

・ 建築物の新築または増改築等を行う場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準

関係規定に適合するものであることについて確認申請を行う必要があります。

確認申請は、原則として面積に関係なく必要です。ただし、床面積の合計が１０平方メートル

以下の増築・改築・移転を行う場合は不要です。

２． 区域区分（市街化区域及び市街化調整区域）

・ 広川町都市計画区域は、区域区分（市街化区域・市街化調整区域）が定められていません。

いわゆる「非線引き（未線引き）」になります。

３． 建築形態規制

４． 地域地区について（都市計画法第８条）

(1) 用途地域の指定について

・ 町内全域が「用途指定なし」になります。

(2) 防火地域・準防火地域の指定について

・ 町内に防火地域・準防火地域に指定されている区域はありません。

また、建築基準法第２２条の区域に指定されている区域もありません。

(3) その他の地域地区の指定について

・ 町内に次の地域地区に指定されている区域はありません。

５． 地区計画

・ 町内に地区計画を定めている区域はありません。

(最終更新日：R3.6.7(月))

確認申請前の敷地調査等にご活用下さい。
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６． 敷地に接する道路

・ 敷地は、幅員4メートル以上の建築基準法の道路に2メートル以上連続して、有効に接する必要

があります。

７． 土砂災害警戒区域

・ 土砂災害防止法で指定された区域は、福岡県 県土整備部 砂防課のホームページで確認する

ことができます。（http://doboku-bousai.pref.fukuoka.lg.jp/sabo/）

８． 各手続き先

・ 開発許可手続き

都市計画法に基づき、開発区域面積が3,000平方メートル以上の開発は福岡県知事の許可

が必要になります。手続き先は、福岡県 建築都市部 都市計画課 開発第二係になります。

なお、町の開発指導要綱は令和２年に廃止しています。

・ 農地転用許可手続き

農地転用許可の手続き先は、広川町農業委員会になります。

・ 農振除外手続き（農業振興地域内の農用地区域からの除外手続き）

農振除外の手続き先は、広川町役場 産業振興課 農政係になります。

９． 問い合わせ先

10． その他

・

・ 町の景観条例はありませんが、福岡県が策定した筑後川流域景観計画の対象区域になります。

・ 町内には、宅地造成工事規制区域の指定はありません。

・ 住居表示を実施している地域はありません。

・ 凍結深度を定めた地域はありません。

平成９年３月３１日まで建築確認除外区域に指定されており、住宅等の小規模建築物の確認申請は不要でした。
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